
伊丹市北河原１丁目１６３番

低層住宅地

中小規模一般住宅及
び共同住宅等が混在
する住宅地域

6

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 20 30 20 低層住宅地

-

準工(60,200)

景気動向に懸念も見られるが、雇用・所得環境の改善が引き続き
見られており、これらを反映し市内の住宅地の需要は総じて堅調
である。

最寄駅から徒歩圏の混在住宅地域で底堅い需要が認められる。

個別的要因に変動はない。

近隣地域周辺には共同住宅も見られるが、取引は専ら自用目的が中心で、そのため居住の快適性や利便性を重視した価格が
形成される地域と考えられる。また画地条件から中層以上の建物の建築が困難であること等から土地の高度利用が計り難く、
収益価格は低位に試算された。よって本件では、市場性を反映した比準価格を標準に収益価格は参考に留め、更に標準地及
び指定基準地との検討も踏まえ、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

戸建住宅や共同住宅が建ち並ぶ駅徒歩圏内の住宅地域として概ね成熟した状態にある。地域に特段の影響を与える要因も見
られないため、今後も当面の間は現状のまま推移していくものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 130,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

132,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

伊丹 14

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-4.0

-12.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ伊丹駅
北方 800m

ＪＲ伊丹
800m

(8)

北5.5m市道

準工
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位：北　　
５．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「北河原１－３－１４」

②地積

（㎡）

195

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

132,000 円／㎡

60,700 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

113,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.5％ ％

84.5 ］

100［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

133,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

伊丹（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

-6.0

+40.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

178,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

132.9 ］

101.1［ ］ 100［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 21日 正常価格

令和 元年 7月 4日令和 元年 7月 1日

25,700,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 132,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

105,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏はＪＲ福知山線沿線の住宅地域及び住工混在地域で、概ね伊丹市東部及び川西市南部の圏域である。需要者は、
地縁的選好性を有する伊丹市居住者が多くを占めるほか、近隣市域からの流入も一部で見られる。交通騒音等、やや環境面
で劣る観は否めない地域で、取引も静態的な地域であったが、近年では駅徒歩圏の立地性が再評価されており需要も回復基
調にある。需要の中心価格帯は対象地程度の規模の土地で２，５００万円前後と認められる。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

伊丹（県） 1－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

伊丹（県） －

基準地番号 提出先

1 兵庫県

所属分科会名

兵庫県第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

モリオカ不動産鑑定事務所

森岡 高司



伊丹市池尻４丁目９番９８

戸建住宅地

小規模一般住宅が建
ち並ぶ住宅地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 20 15 25 戸建住宅地

-

１中専(60,200)

伊丹市の人口は概ね横這い傾向、世帯数は微増傾向、高齢化率は
やや上昇傾向にある。市内の住宅地域には安定的な需要がある。

バス圏に位置するものの、大型ＳＣに近く、バス便は阪急伊丹駅･
ＪＲ伊丹駅方面と尼崎市方面が利用でき、安定した需要がある。

個別的要因に変動はない。

後記３、（３）記載理由により収益価格は試算していない。快適性を重視する住宅地域であるため、自己使用目的で取引さ
れ、取引価格の水準を指標に価格決定されることが一般的と認められる。したがって、比準価格をもって鑑定評価額を上記
の通り決定した。なお、下記標準地・指定基準地とは均衡を得ていると判断した。

［

［

住宅
Ｗ２

小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域で、今後も住宅地域として推移するものと予測する。地価水準は横這い乃至微増傾向で
推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 133,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

135,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

伊丹 4

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+1.0

+4.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急伊丹駅
西方 3.9km

阪急伊丹
3.9km

(8)

北東5m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北、　
５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

100

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

8.0  ｍ、　奥行　約 13.0  ｍ、　規模 100  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

135,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

146,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.5％ ％

105.0 ］

100［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

134,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

伊丹（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

+2.0

+25.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

171,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

126.2 ］

101.2［ ］ 100［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 19日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

13,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 135,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

105,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は阪急伊丹線及び同神戸本線沿線で、概ね伊丹市及び尼崎市北部の圏域。需要者の中心は、伊丹市内の居住者で
ある。バス圏の住宅地域であるが、近くに大型ＳＣ「イオンモール伊丹昆陽」があり、バス便も阪急伊丹駅・ＪＲ伊丹駅方
面と尼崎市方面が利用でき、需要は堅調である。対象地と同規模の土地で１，４００万円程度、新築建売住宅で３，０００
～３，５００万円程度が需要の中心である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

伊丹（県） 2－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

伊丹（県） －

基準地番号 提出先

2 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社尼信経営相談所

竹内 雅司郎



伊丹市野間北２丁目８番９

低層住宅地

一般住宅が建ち並ぶ
区画整然とした住宅
地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 30 20 30 低層住宅地

-

２低専(60,150)

伊丹市は居住環境・利便性とも良好、人口は安定的で、底堅い需
要が認められる。地価はやや強含みにて推移している。

最寄駅へはバスでの利用となる熟成した住宅地域である。地域要
因の特段の変動はない。

個別的要因に特段の変動はない。

賃貸マンション等も散見されるが、自己使用目的での取引が中心であり、収益性よりも居住の快適性等が重視される。土地
価格に見合う賃料水準が形成されていないため、収益価格はやや低位に試算された。また収益価格の試算においては想定項
目も多く、流動的な面を有する。従って、信頼性・規範性の認められる取引事例より求めた比準価格を標準とし、収益価格
は参考にとどめ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域である。当面、現状のまま推移するものと思われる。地価はやや強含みにて推
移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 171,000円／㎡

公示価格 172,000円／㎡

標準地番号 伊丹 24-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

173,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

伊丹 24

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急伊丹駅
南西方 2.6km

阪急伊丹
2.6km

(8)

南東4.5m市道

２低専
(60,150)

（その他）　　　　

特にない 基準方位：北　　
４．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「野間北２－７－５」

②地積

（㎡）

198

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

14.0  ｍ、　奥行　約 14.0  ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

173,000 円／㎡

110,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

172,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.2 +0.6％ ％

100 ］

100.6［ ］ 102.0［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+2.0方位

　補正

正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 22日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

34,300,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 173,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

135,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、阪急伊丹線・神戸線沿線の住宅地域で、概ね伊丹市及び尼崎市北西部を含む圏域である。需要者の中心は、
伊丹市居住者が多くを占めるほか、阪神間の近隣市域からの流入も見られる。最寄駅からはやや距離があるが居住環境の良
好な住宅地域であり、堅調な需要が認められる。土地は小規模なもので１，５００万円～２，０００万円程度、新築戸建住
宅では３，０００万円前後が需要の中心となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

伊丹（県） 3－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

伊丹（県） －

基準地番号 提出先

3 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社小林エステイト

長谷川由紀



伊丹市中野北４丁目１０番

戸建住宅地

一般住宅と共同住宅
等が混在する住宅地
域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 20 20 20 戸建住宅地

-

１中専(60,200)

景気は緩やかに回復している。伊丹市の住宅地需要は総体的に安
定しており、生活利便性が優れる地域を中心に需要は堅調である。

バス圏域の戸建住宅や共同住宅等が多い住宅地域である。地域要
因に特段の変動はない。地元地縁者を中心に一定の需要が認めら
れる。

個別的要因に変動はない。

当地域及び周辺地域では画地規模の大きな土地についてはアパート等としての利用も認められるが、基準地の画地規模では
自己利用目的での取引が殆どであり、規範性の高い賃貸事例の収集に限りがあることに加えて、賃貸経営上合理性を有する
建物想定が困難であるため、収益価格の適用を断念した。よって標準地及び指定基準地との比較検討を踏まえ、取引市場の
実態を反映し実証的で規範性の高い比準価格を以て、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

戸建住宅や共同住宅等が多い住宅地域であり、地価要因に大きな変動は無く、今後も概ね現状のまま推移すると予測する。
バス圏域に存するも一定の住宅需要に支えられ、地価水準は微増傾向で推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 135,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

136,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

伊丹 27

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

+2.0

+6.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急伊丹駅
北西方 4km

阪急伊丹
4km

(8)

南東5.5m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特記すべき事項はない。 基準方位：北
５．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「中野北４－１－１０」

②地積

（㎡）

99

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

7.0  ｍ、　奥行　約 14.0  ｍ、　規模 100  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

136,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

148,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+0.7％ ％

109.2 ］

100.3［ ］ 102.0［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+2.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

136,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

伊丹（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

+3.0

+25.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

171,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

127.5 ］

101.2［ ］ 102.0［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 16日 正常価格

令和 元年 7月 1日令和 元年 7月 1日

13,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 136,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

110,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は伊丹市北部及び宝塚市南東部の戸建住宅や共同住宅等が多い住宅地域である。需要者は圏域内居住者が大半を
占める。バス圏域に存するため利便性にやや欠くが、徒歩圏内にはスーパーや飲食店舗等もあって居住環境は概ね良好であ
り、地元地縁者を中心とする一定の需要に支えられ、需給関係は比較的堅調に推移している。なお、土地は１２００万円～
１４００万円程度、新築戸建住宅は３０００万円～３５００万円程度での取引が中心と思料される。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

伊丹（県） 4－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

伊丹（県） －

基準地番号 提出先

4 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社小林エステイト

松本年弘



伊丹市緑ケ丘５丁目１００番２

戸建住宅地

中小規模一般住宅の
中に共同住宅も見ら
れる住宅地域

6

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 20 40 15 戸建住宅地

-

１低専(50,100)

利便性及び住環境に恵まれた住宅地を中心に、需要は堅調で、地
価は大半の地域で上昇傾向を示している。

バス圏にあるが、比較的人気の高い住環境良好な住宅地域であり、
地価は上昇傾向にある。

個別的要因に変動はない。

賃貸マンション等の収益物件も一部に見られるが、自用目的の取引が中心である。また画地規模が小さいことから経済合理
的な賃貸住宅の建築は困難であるため、収益還元法の適用は断念した。したがって、公示価格を規準とした価格及び指定基
準地との検討を踏まえ、信頼性のある取引事例より求めた比準価格をもって、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

一般住宅の中に共同住宅等が見られる住宅地域として、今後とも現状を維持すると予測する。良好な住環境を形成しており、
需要も堅調で、地価は上昇傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 166,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

170,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

伊丹 9

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

-1.0

-16.0

+3.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急伊丹駅
北西方 2.5km

阪急伊丹
2.5km

(8)

東5m市道

１低専
(50,100)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北　　
５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

138

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 150  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

169,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

149,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.8％ ％

86.5 ］

100.4［ ］ 101.0［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+1.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

168,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

伊丹（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.0

+2.0

0.0

+3.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

178,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

106.1 ］

101.1［ ］ 101.0［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 27日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

23,300,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 169,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

135,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、阪急伊丹線及びＪＲ福知山線沿線の住宅地域で、概ね伊丹市及び川西市南部を含む圏域である。需要者の中
心は、伊丹市居住者が多くを占めるほか、阪神間の近隣市域からの流入も見られる。バス圏であるが、区画整然とした街並
みが広がる住環境の良好な地域であり、需給状況は堅調である。土地は２，０００万円～２，５００万円程度、新築戸建住
宅は３，５００万円～４，０００万円程度が需要の中心である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

伊丹（県） 5－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

伊丹（県） －

基準地番号 提出先

5 兵庫県

所属分科会名

兵庫第1分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社　資産評価研究所

横野忠敏



伊丹市瑞穂町３丁目３９番２

戸建住宅地

一般住宅の他にアパ
ート等が見られる住
宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 20 20 30 戸建住宅地

-

１中専(60,200)

阪神間の景気がやや足踏み状態にある中、伊丹市の不動産市場は
比較的堅調に推移しており、特に中心部の地価上昇が目立ってい
る。

地域要因に特段の変動はないが、市内では選好性の高い地域であ
り、地価は上昇傾向にある。

個別的要因に変動はない。

周辺には共同住宅等の収益物件も散見されるが、自己使用の戸建住宅が中心となる住宅地域であり、収益目的で土地が取引
されることは少ない。また、対象基準地は地積が小さく、経済合理的な賃貸住宅の建築は困難であるため、収益還元法は適
用しない。従って、居住の快適性が重視される住宅地域であることから、市場の取引の実態を反映した比準価格を採用し、
鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

戸建住宅を中心に共同住宅等も見られる住宅地域で、今後も現状を維持して推移するものと思われる。需要は多く、地価は
堅調に推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 178,000円／㎡

公示価格 179,000円／㎡

標準地番号 伊丹 5-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

180,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

伊丹 5

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急伊丹駅
北西方 1.8km

阪急伊丹
1.8km

(8)

南東6m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北　　
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

132

( )

⑨法令上の規制等

1:2.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

7.0  ｍ、　奥行　約 18.0  ｍ、　規模 130  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

180,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

179,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.1 +0.6％ ％

100 ］

100.6［ ］ 102.0［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+2.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 20日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

23,800,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 180,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

145,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は阪急伊丹線及びＪＲ福知山線沿線で、概ね伊丹市の住宅地域の圏域。需要者は市内居住者が多いが、隣接市等
からの流入も一部認められる。駅からはバス便となるが、分譲住宅等の新しい建物が増加し、整然とした街並みを形成して
いる。周辺に買物施設等も多く生活利便性が良好なため需要は多く、地価は上昇傾向で推移している。需要の中心となる価
格帯は、土地で２，０００万円台前半、建売住宅では３，０００万円台後半程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

伊丹（県） 6－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

伊丹（県） －

基準地番号 提出先

6 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

森本不動産鑑定

森本光弘



伊丹市荻野４丁目７３番１

戸建住宅地

中小規模一般住宅に
共同住宅も見られる
住宅地域

6

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 20 20 20 戸建住宅地

-

１中専(60,200)

景気は緩やかに回復している。伊丹市の住宅地需要は総体的に安
定しており、生活利便性が優れる地域を中心に需要は堅調である。

バス圏域の中小規模一般住宅を中心とした住宅地域である。地域
要因に特段の変動はない。地元地縁者を中心に一定の需要が認め
られる。

個別的要因に変動はない。

当地域及び周辺地域では画地規模の大きな土地についてはアパート等としての利用も認められるが、基準地の画地規模では
自己利用目的での取引が殆どであり、規範性の高い賃貸事例の収集に限りがあることに加えて、賃貸経営上合理性を有する
建物想定が困難であるため、収益価格の適用を断念した。よって標準地及び指定基準地との比較検討を踏まえ、取引市場の
実態を反映し実証的で規範性の高い比準価格を以て、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

中小規模の戸建住宅を中心とした住宅地域であり、地価要因に大きな変動は無く、今後も概ね現状のまま推移すると予測す
る。バス圏域に存するも一定の住宅需要に支えられ、地価水準はやや強含みで推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 135,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

137,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

伊丹 23

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

0.0

-2.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急伊丹駅　
北西方 4km

阪急伊丹
4km

(8)

北東6m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特記すべき事項はない。 基準方位：北
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

88

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

8.0  ｍ、　奥行　約 12.0  ｍ、　規模 100  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

137,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

132,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.5％ ％

96.0 ］

100.8［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

137,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

伊丹（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+5.0

+23.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

178,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

129.2 ］

101.1［ ］ 100［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 16日 正常価格

令和 元年 7月 1日令和 元年 7月 1日

12,100,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 137,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

110,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は伊丹市北部及び宝塚市南東部の中小規模の戸建住宅を中心とする住宅地域である。需要者は圏域内居住者が大
半を占める。バス圏域に存するため利便性にやや欠くが、区画整理済の住宅地域で徒歩圏内には店舗等の利便施設があり居
住環境は概ね良好である。地縁者を中心に一定の需要に支えられ、需給関係は比較的堅調に推移している。土地は１１００
万円～１３００万円程度、新築戸建住宅は３０００万円～３５００万円程度が取引の中心と思料される。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

伊丹（県） 7－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

伊丹（県） －

基準地番号 提出先

7 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社小林エステイト

松本年弘



伊丹市荒牧５丁目２５８番

戸建住宅地

一般住宅、マンショ
ン等が混在する住宅
地域

15

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 40 30 30 戸建住宅地

-

２中専(60,200)
地区計画等

伊丹市の人口動向等は概ね安定的に推移している。市内の住宅地
の不動産需要は全体的に堅調に推移している。

地域要因の大きな変動はないが、周辺地域において日常利便施設
は増加傾向に有り、地価は若干上昇傾向で推移している。

個別的要因に変動はない。

比準価格は信頼性の高い事例により求められており、不動産の市場性を反映する価格として実証性及び規範性は高く、十分
な説得力を有するものと判断する。なお、収益還元法は対象地の地積が小さく、経済合理性に見合った賃貸経営が可能とな
る建物の建設が困難と判断し、適用を断念した。よって、比準価格を採用し、近傍公示価格を規準とした価格等との検討を
踏まえて鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

地域要因は概ね現状を維持した状態で推移するものと思料するが、周辺地域において日常利便施設の充実化が進んでいるこ
とから、利便性の向上が見受けられ、若干上昇傾向で推移していくものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 143,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

146,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

伊丹 22

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+1.0

-3.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ中山寺駅　
南東 1.4km

ＪＲ中山寺
1.4km

(8)

北西6m市道

２中専
(60,200)

（その他）　　　　
地区計画等

特にない 基準方位　北
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「荒牧５－１８－４」

②地積

（㎡）

112

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

8.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 120  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

145,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

146,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.4％ ％

98.0 ］

100.7［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

145,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

宝塚（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

-1.0

+4.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

149,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

101.9 ］

101.3［ ］ 100［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 26日 正常価格

令和 元年 7月 2日令和 元年 7月 1日

16,200,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 145,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

115,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は対象不動産の属する伊丹市及び宝塚市南東部の住居系地域一帯。需要の中心は同一需給圏内の居住者が中心と
なるものと思われる。市内では標準的な位置付けの住宅地域であるが、最寄駅周辺の商業地の熟成度の高まりが周辺地域に
も波及していること等もあり、需要は若干強含みの傾向が見受けられる。土地は１，５００～２，０００万円程度、新築戸
建は３，０００万円台が需要の中心である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

伊丹（県） 8－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

伊丹（県） －

基準地番号 提出先

8 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

中村不動産鑑定士事務所

中村要



伊丹市寺本５丁目４１１番

戸建住宅地

小規模一般住宅を中
心とする既成住宅地
域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 20 20 20 戸建住宅地

-

１中専(60,192)

景気動向に懸念も見られるが、雇用・所得環境の改善が引き続き
見られており、これらを反映し市内の住宅地の需要は総じて堅調
である。

バス圏内に存する住宅地域であるが、居住環境や生活利便性に難
はなく、需給は安定している。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は小規模戸建住宅を標準とする地域であり、居住の快適性や利便性を基に価格が形成される地域である。そのため、
収益性から価格を試算する収益還元法の適用を断念したものであるが、その地域性から取引は自用目的のものが支配的であ
る。よって、比準価格の有する規範性は高いものと判断し、比準価格を採用のうえ、標準地及び指定基準地との検討を踏ま
え、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域として概ね成熟した状態にある。地域に特段の影響を与える要因も見られないため、今
後も当面の間は現状のまま推移していくものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 134,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

134,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

伊丹 34

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

+1.0

+5.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急伊丹駅
西方 3km

阪急伊丹
3km

(8)

南4.8m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　
(60,192)

特にない 基準方位　　北　
４．８ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

111

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 11.0  ｍ、　規模 110  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

135,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

142,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+0.7％ ％

109.2 ］

100.3［ ］ 103.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+3.0方位

　補正

ほぼ整形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

135,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

伊丹（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+1.0

+28.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

171,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

129.3 ］

101.2［ ］ 103.0［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 21日 正常価格

令和 元年 7月 4日令和 元年 7月 1日

15,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 135,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

105,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は伊丹市西部及び北部を中心とする住宅地域である。需要者は当該圏域内に居住乃至は地縁性のある住宅のエン
ドユーザー、特に一次取得者層が中心を占める。バス圏の住宅地域であるが、周辺には各種店舗が多く見られ、相対的な生
活利便性の程度は比較的高い。また総額の面での不動産の買いやすさもあることから、需給関係は安定的に推移している。
需要の中心価格帯は土地で１，５００万円前後、新築戸建分譲で３，０００万円前後が目安となる。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

伊丹（県） 9－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

伊丹（県） －

基準地番号 提出先

9 兵庫県

所属分科会名

兵庫県第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

モリオカ不動産鑑定事務所

森岡 高司



伊丹市大鹿４丁目４６番

戸建住宅地

中小規模一般住宅、
共同住宅等が混在す
る住宅地域

6

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 30 10 35 戸建住宅地

-

１中専(60,160)

伊丹市の人口は概ね横這い傾向、世帯数は微増傾向、高齢化率は
やや上昇傾向にある。市内の住宅地域には安定的な需要がある。

阪急伊丹駅から概ね徒歩圏に位置する住宅地域で、需要は堅調で
ある。

個別的要因に変動はない。

近隣地域には賃貸マンションの収益物件が一部混在しているが、土地価格に見合う賃料水準が形成されていないため収益価
格は低位に試算された。快適性を重視する住宅地域であるため、自己使用目的で取引され、取引価格の水準を指標に価格決
定されることが一般的と認められる。したがって、比準価格を標準とし収益価格は参考に留めて、鑑定評価額を上記の通り
決定した。なお下記標準地・指定基準地とは均衡を得ていると判断した。

［

［

住宅
ＬＳ２

中小規模一般住宅等が見られる住宅地域で、今後も住宅地域として推移するものと予測する。地価水準は横這い乃至やや上
昇傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 167,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

168,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

伊丹 20

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急伊丹駅
北方 1.3km

阪急伊丹
1.3km

(8)

南4m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　
(60,160)

特にない 基準方位　北、　
４ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

185

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

14.0  ｍ、　奥行　約 13.0  ｍ、　規模 180  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

169,000 円／㎡

101,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

172,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.2％ ％

104.0 ］

100.6［ ］ 103.0［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正

鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+3.0方位

　補正

ほぼ正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

170,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

伊丹（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.0

-1.0

+5.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

178,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

107.1 ］

101.1［ ］ 103.0［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 19日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

31,300,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 169,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

135,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は阪急伊丹線及びＪＲ福知山線沿線で、概ね伊丹市の圏域。需要者の中心は、伊丹市内の居住者である。阪急伊
丹駅から概ね徒歩圏に位置する既成の住宅地域で、需給関係は安定している。対象地と同規模の土地で３，１００万円程度、
土地１００～１５０㎡の新築建売住宅は３，５００～４，０００万円程度が需要の中心である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

伊丹（県） 10－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

伊丹（県） －

基準地番号 提出先

10 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社尼信経営相談所

竹内 雅司郎



伊丹市広畑５丁目４３番１

戸建住宅地

中小規模一般住宅が
建ち並ぶ住宅地域

6

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 20 20 20 戸建住宅地

-

２低専(60,150)

阪神間の景気がやや足踏み状態にある中、伊丹市の不動産市場は
比較的堅調に推移しており、特に中心部の地価上昇が目立ってい
る。

地域要因に特段の変動はないが、区画整然とした住宅地で安定し
た需要が認められ、地価はやや上昇している。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は主として自己の居住目的で土地が取引される住宅地域であり、収益目的の取引は少ない。また、基準地は地積が
やや小さいことと容積率等の制限から、経済合理的な賃貸住宅の建築は困難であるため、収益還元法は適用しない。従って、
居住の快適性が重視される住宅地域であることから市場の取引実態を反映した比準価格を採用し、指定基準地との検討を踏
まえ、周辺類似の標準地の価格動向にも留意のうえ、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域で、今後も現在の環境を維持して推移すると思われる。安定した需要が有り、地価は
緩やかな上昇傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 176,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

179,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

伊丹 35

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+3.0

+10.0

-3.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急伊丹駅
北西方 1.8km

阪急伊丹
1.8km

(8)

南東6m市道

２低専
(60,150)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北　　
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

177

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

9.5  ｍ、　奥行　約 19.0  ｍ、　規模 180  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

178,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

191,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.1％ ％

109.9 ］

100.8［ ］ 102.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+2.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

178,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

伊丹（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

178,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

101.0 ］

101.1［ ］ 102.0［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 20日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

31,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 178,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

140,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は阪急伊丹線及びＪＲ福知山線沿線で、伊丹市中部を中心とした市内住宅地域の圏域。需要者は市内の居住者が
多く、外部からの流入は比較的少ない。最寄駅からはバス便利用となるが、区画整然とした住宅地で生活利便性も良好な地
域であり、安定した需要が認められ、地価は上昇傾向にある。需要の中心となる価格帯は、土地は２，０００万円前半、新
築建売住宅では３，５００万円～４，０００万円前後の物件となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

伊丹（県） 11－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

伊丹（県） －

基準地番号 提出先

11 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

森本不動産鑑定

森本光弘



伊丹市平松３丁目９番５

戸建住宅地

中小規模一般住宅が
建ち並ぶ住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 20 20 30 戸建住宅地

-

１中専(60,200)

伊丹市の人口動向等は概ね安定的に推移している。市内の住宅地
の不動産需要は全体的に堅調に推移している。

地域要因の大きな変動はないが、住環境及び利便性に優る地域で
あり、地価は上昇傾向にあるものと思料する。

個別的要因に変動はない。

比準価格は信頼性の高い事例により求められており、不動産の市場性を反映する価格として実証性及び規範性は高く、十分
な説得力を有するものと判断する。なお、収益還元法は経済合理性に見合った賃貸経営が可能となる建物の建設が困難と判
断し、適用を断念した。よって比準価格を採用し、周辺地域に存する標準地の価格との均衡にも留意して、鑑定評価額を上
記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

市内でも利便性及び住環境に優れた住宅地域で、今後も当分の間現状が維持されるものと思料する。地価動向については上
昇傾向で推移していくものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 250,000円／㎡

公示価格 252,000円／㎡

標準地番号 伊丹 15-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

254,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

伊丹 15

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急新伊丹駅
北東 220m

阪急新伊丹
220m

(8)

東6.9m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北
６．９ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「平松３－１－１０」

②地積

（㎡）

113

( )

⑨法令上の規制等

1:2.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

7.5  ｍ、　奥行　約 16.0  ｍ、　規模 120  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

254,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

252,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.6 +0.8％ ％

100 ］

100.8［ ］ 101.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+1.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 26日 正常価格

令和 元年 7月 2日令和 元年 7月 1日

28,700,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 254,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

205,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は伊丹市及び隣接市の阪急沿線を中心とする住居系地域一帯と捉えられる。需要者は同一需給圏内の居住者で中
でも比較的高所得者層が中心となるものと考えられる。市内でも優れた住環境及び利便性を兼ね備えた住宅地域であり、需
要は強含みで推移している。土地は２，０００万円台後半～３，０００万円台前半、新築戸建は４，０００万円台の価格帯
が中心となるものと思われる。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

伊丹（県） 12－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

伊丹（県） －

基準地番号 提出先

12 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

中村不動産鑑定士事務所

中村要



伊丹市稲野町１丁目５４番２

低層住宅地

中規模の一般住宅が
多い住宅地域

12

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北10 50 25 20 低層住宅地

-

１中専(60,180)

利便性及び住環境に恵まれた住宅地を中心に、需要は堅調で、地
価は大半の地域で上昇傾向を示している。

比較的人気の高いエリアで、最寄駅や商業施設「つかしん」へも
近く、利便性に恵まれ、堅調な需要に支えられ、地価は上昇傾向
にある。

個別的要因に変動はない。

周辺には賃貸マンション等の収益物件も見られるが、土地価格に見合う賃料水準が形成されていないため、収益価格は低位
に試算された。また、自用目的の取引が中心となっており、取引価格水準を指標に価格が決定されることが一般的と認めら
れ、収益性よりも居住の快適性が重視される。従って、収益価格を参考に止め、公示価格を規準とした価格及び指定基準地
との検討を踏まえ、規範性のある比準価格をもって、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

中規模一般住宅の中に共同住宅も見られる住宅地域であり、今後とも現状を維持すると予測する。駅に近く、商業施設「つ
かしん」等の利便施設に恵まれ、需要も堅調で、地価は上昇傾向で推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 238,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

243,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

伊丹 13

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-2.0

+3.0

-3.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急稲野駅
北東方 150m

阪急稲野
150m

(8)

南4.5m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　
(60,180)

特にない 基準方位　北
４．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

211

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

242,000 円／㎡

131,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

236,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.7％ ％

97.9 ］

100.7［ ］ 103.0［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+3.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

242,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

伊丹（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

-1.0

+6.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

250,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

107.0 ］

101.6［ ］ 103.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 27日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

51,100,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 242,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

190,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は阪急伊丹線沿線で、概ね伊丹市南部及び尼崎市北部の圏域に存する住宅地域である。需要者の中心は伊丹市内
及び尼崎市内居住者が中心であるが、他のエリアからの転入者も見られる。古くからの住宅地で最寄駅や利便施設にも近く、
伊丹市内においては人気エリアのひとつであり、需要は底堅く、地価は上昇傾向を持続している。土地は対象基準地と同規
模で５，０００万円前後、小規模な建売住宅では、４，０００万円台が需要の中心である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

伊丹（県） 13－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

伊丹（県） －

基準地番号 提出先

13 兵庫県

所属分科会名

兵庫第1分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社　資産評価研究所

横野忠敏



伊丹市山田６丁目１３２番

戸建住宅地

中小規模一般住宅、
共同住宅が建ち並ぶ
住宅地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北25 15 25 20 戸建住宅地

-

１中専(60,200)

伊丹市の人口は概ね横這い傾向、世帯数は微増傾向、高齢化率は
やや上昇傾向にある。市内の住宅地域には安定的な需要がある。

バス圏であるがバス便は充実しており、総額面での買い易さもあ
って需要は堅調である。

個別的要因に変動はない。

後記３、（３）記載理由により収益価格は試算していない。快適性を重視する住宅地域であるため、自己使用目的で取引さ
れ、取引価格の水準を指標に価格決定されることが一般的と認められる。したがって、比準価格をもって鑑定評価額を上記
の通り決定した。なお、下記標準地・指定基準地とは均衡を得ていると判断した。

［

［

住宅
Ｗ２

中小規模一般住宅等が建ち並ぶ住宅地域で、今後も住宅地域として推移するものと予測する。地価水準は横這い乃至微増傾
向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 154,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

157,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

伊丹 11

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

+2.0

-2.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急伊丹駅
南西方 3km

阪急伊丹
3km

(8)

東6m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北、　
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「山田６－６－２」

②地積

（㎡）

112

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

9.0  ｍ、　奥行　約 13.0  ｍ、　規模 110  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

156,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

151,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.3％ ％

98.0 ］

100.6［ ］ 101.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+1.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

156,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

伊丹（県） -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

+1.0

+11.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

171,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

109.9 ］

101.2［ ］ 101.0［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 19日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

17,500,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 156,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

125,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は阪急伊丹線、同神戸本線沿線で、概ね伊丹市及び尼崎市北部の圏域。需要者の中心は、伊丹市内の居住者であ
る。バス圏の住宅地域であるが、バス便は充実しているうえ、総額面での買い易さもあり、需要は堅調である。対象地と同
規模の土地で１，８００万円程度、新築建売住宅は３，０００～４，０００万円程度が需要の中心である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

伊丹（県） 14－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

伊丹（県） －

基準地番号 提出先

14 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社尼信経営相談所

竹内 雅司郎



伊丹市野間１丁目２９８番２

中低層店舗兼共同住宅地

店舗、店舗兼共同住
宅等が多い商業地域

2

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 40 30 30 中低層店舗兼共同住宅地

-

２中専(60,200)

伊丹市の人口はほぼ横ばい。商業地の地価は概ね上昇傾向が見ら
れる。

店舗兼共同住宅等が多い商業地域であり、地域要因の特段の変動
はないが、地価はやや上昇傾向にある。

個別的要因に変動はない。

対象基準地の近隣地域は堅調な需要の近隣商業地域である。収益性を求めた積極的な店舗進出が行われている地域とは言え
ず、収益価格はやや規範性に欠ける。したがって、実証的な比準価格を標準とし、収益価格を比較考量し、標準地及び指定
基準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

店舗兼共同住宅
ＲＣ４

街路幅員の良好な市道沿いに店舗、店舗兼共同住宅等が多い近隣商業地域であり、今後も現状のままで推移するものと予測
する。地価はやや上昇傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 179,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

179,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

伊丹 6

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

0.0

-1.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急武庫之荘駅
北東方 2.1km

阪急武庫之荘
2.1km

(8)

北東18m市道

２中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない １８ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「野間１－７－３」

②地積

（㎡）

508

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

22.0  ｍ、　奥行　約 23.0  ｍ、　規模 500  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

186,000 円／㎡

131,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

185,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+0.6％ ％

101.0 ］

100.8［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

180,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

伊丹（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+7.0

+30.0

+7.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

249,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

148.8 ］

107.6［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 22日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

91,400,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 180,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

145,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は伊丹市及び隣接市等の近隣商業地域である。需要者は同一需給圏内の事業者が中心である。近隣地域内は店舗
兼共同住宅を主体とする商業地域であり、需要はやや堅調で、地価はやや上昇傾向にある。取引価額は規模等により様々で
あり、需要の中心となる価格帯は見出せない状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

伊丹（県） 1－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

伊丹（県） －5

基準地番号 提出先

1 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社小林エステイト

長谷川由紀



伊丹市伊丹１丁目２４６番１１

中高層店舗兼共同住宅地

店舗兼共同住宅等が
多い駅に近い商業地
域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北10 20 50 40 中高層店舗兼共同住宅地

-

商業(90,400)
準防

伊丹市の人口は概ね横這い傾向、高齢化率はやや上昇傾向にある。
駅前商業地域や路線商業地域への需要は根強い。

駅前好立地の商業地域で、繁華性に特段の変化はないが、背後地
人口の増加や投資需要が旺盛で、需要は堅調である。

個別的要因に変動はない。

賃貸市場は成熟しているものの、取引市場では収益性を中心とした価格形成までは至っておらず、主な需要者は収益性に着
目しつつも需給動向や取引価格の水準を指標に意思決定している。したがって、比準価格を標準とし収益価格を比較考量す
るとともに、平成３１年１月１日以降の地価動向にも留意して鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

店舗兼共同住宅
ＲＣ７

中高層店舗兼共同住宅等が見られる駅に近い商業地域で、当面、現状を維持するものと予測する。地価水準は上昇傾向で推
移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 249,000円／㎡

公示価格 260,000円／㎡

標準地番号 伊丹 8-5

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

268,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

伊丹 8

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ伊丹駅
北方 230m

ＪＲ伊丹
230m

(8)

東16m市道

商業
(80,400)
準防

（その他）　　　　
(90,400)

特にない １６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「伊丹１－１３－５０」

②地積

（㎡）

100

( )

⑨法令上の規制等

台形
1.5:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.0  ｍ、　奥行　約 9.0  ｍ、　規模 100  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

280,000 円／㎡

216,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

260,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+7.6 +3.1％ ％

100 ］

103.1［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

0.0台形

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 19日 正常価格

令和 元年 7月 3日令和 元年 7月 1日

26,800,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 268,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

210,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は阪神間の駅前及び駅周辺に位置する商業地域等。需要者の中心は、同圏域に地縁性を有する中小規模資本の事
業法人・個人事業者のほか、店舗をチェーン展開する事業法人や富裕層等の個人投資家である。駅に近く好立地であり、需
要は堅調である。取引が少ないうえ、取引価格も物件の規模等の個別性により様々であり、中心となる価格帯は見出し難い。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

伊丹（県） 2－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

伊丹（県） －5

基準地番号 提出先

2 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社尼信経営相談所

竹内 雅司郎



伊丹市行基町１丁目１０７番

３階建程度の店舗地

店舗、診療所、共同
住宅等が見られる商
業地域

2

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 20 50 50 ３階建程度の店舗地

-

２住居(60,200)

緩やかな景気の回復に伴い、雇用情勢や消費マインド等に改善が
見られ、繁華性が優位な商業地を中心に地価は上昇傾向にある。

県道沿いにある駅徒歩圏の商業地域である。同県道は伊丹市の中
心街を走り、交通量も多く繁華性のやや優る地域である。

個別的要因に特段の変動はない。

賃貸市場の比較的成熟した商業地域であるが、土地価格に見合った家賃水準や投資対象としての利回り等が形成し得ていな
いため、収益価格はやや低位に試算された。なお収益価格の試算に当たっては想定項目も多く、流動的な面を有する。従っ
て、信頼性・規範性の認められる取引事例より求めた比準価格を重視し、収益価格を関連づけ、公示価格を規準とした価格
及び指定基準地からの検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

診療所
Ｓ３

県道沿いの中低層の店舗、診療所、共同住宅等が見られる商業地域である。同県道は伊丹市中心街を通り、交通量も多く繁
華性のやや優る地域である。今後も地価水準は強含みで推移するものと予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 207,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

223,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

伊丹 6

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

-2.0

-17.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急伊丹駅
西方 650m

阪急伊丹
650m

(8)

北21m県道

２住居
(60,200)

（その他）　　　　

特にない ２１ｍ県道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

495

( )

⑨法令上の規制等

1:3.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 33.0  ｍ、　規模 500  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

230,000 円／㎡

170,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

185,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+7.2％ ％

81.3 ］

100.8［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

ない

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

221,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

伊丹（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

+5.0

+10.0

+7.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

249,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

121.1 ］

107.6［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 16日 正常価格

令和 元年 7月 1日令和 元年 7月 1日

110,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 222,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

165,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は伊丹市のほか北摂・阪神間の商業地域であり、主な需要者は地元事業者、不動産会社、沿道型店舗のチェーン
展開事業者等である。スーパーを核に近隣商業地域と路線商業地域の両面の特性を有し、繁華性のやや優る商業地域である。
また付近では大型スーパーや大型マンション等も多く、地価水準は上昇傾向にある。土地の中心となる価格帯は、利用目的
により取引規模・価格水準は様々であるが、対象基準地と同程度の画地規模で１億円前後と目される。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

伊丹（県） 3－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

伊丹（県） －5

基準地番号 提出先

3 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社小林エステイト

松本年弘



伊丹市池尻１丁目１５８番２外

中低層店舗兼共同住宅地

県道沿いに店舗のほ
か住宅等の見られる
商業地域

2

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 20 50 30 中低層店舗地

-

準住居(60,200)

伊丹市の人口は概ね横ばい傾向にある。景気動向により店舗等需
要も底堅く、商業地の地価は上昇傾向にある。

交通結節点に近い郊外の路線商業地域であり、地域要因に特段の
変動はない。

格別な変動要因はない。

　近隣地域は路線型商業地域であるが、商圏はあまり広くない。また、住宅用途も混在し、賃料収入に基づく収益性によっ
て土地価格形成がなされるには至っていない。これにより、収益価格は相応に低位に求められた。よって、本件では近時の
市場における取引実態を反映する比準価格を標準とし、収益価格は下限値として参考に留め、公示価格を規準とした価格か
らの検討も踏まえて、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

店舗
ＲＣ４

　県道沿いに中低層店舗のほか住宅等も見られる商業地域である。道路拡幅事業完了ののち一定期間が経過し、地域要因は
安定的に推移している。地価は当面の間、やや強含みで推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 184,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

187,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

伊丹 6

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

0.0

-3.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急伊丹駅
西 3km

阪急伊丹
3km

(8)

東20m県道

準住居
(60,200)

（その他）　　　　

特にない ２０ｍ県道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

1,049

( )

⑨法令上の規制等

2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

40.0  ｍ、　奥行　約 25.0  ｍ、　規模 1,000  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

195,000 円／㎡

86,800 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

185,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.6％ ％

97.0 ］

100.8［ ］ 100［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

ない

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

187,000

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

伊丹（県） -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.0

+5.0

+30.0

+7.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

249,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

143.1 ］

107.6［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 13日 正常価格

令和 元年 7月 2日令和 元年 7月 1日

196,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 187,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

150,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 　同一需給圏は伊丹市のほか、阪神間にわたる商業地域一帯である。需要者の中心は地元事業者や不動産会社のほか、沿道
型店舗開発を行う事業者等である。幹線道路の沿道で交通量は多く、また近傍にスーパーも存することから、様々な業態の
店舗等立地が可能な商業地域である。よって需要は底堅く、地価はやや上昇傾向で推移している。なお、出店形態等により
求められる画地規模もまちまちであり、取引の中心となる価格帯は見いだせない状況である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

伊丹（県） 4－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

伊丹（県） －5

基準地番号 提出先

4 兵庫県

所属分科会名

兵庫県第1分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

堀田鑑定工学研究所

堀田　勝己



伊丹市北伊丹７丁目９０番２

工場・倉庫地

工場、倉庫、駐車場
等が存する工業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 40 30 40 工場・倉庫地

-

準工(60,200)

伊丹市の人口動向等は概ね安定的に推移している。市内の工業地
の不動産需要は全体的に堅調に推移している。

地域要因の大きな変動はないが、工業用地の需要は堅調であり、
地価は上昇傾向にある。

個別的要因に変動はない。

比準価格は信頼性の高い事例により求められた不動産の市場性を反映する価格として実証性及び規範性は高い。収益価格は
理論的な価格であるが、工業用途の取引については自用取引が中心で、賃貸市場が未成熟であること等から当該価格の説得
力は劣るものと思料する。よって、実証性及び規範性が高く、説得力に優る比準価格を採用し、収益価格は参考程度に留め、
近傍公示価格を規準とした価格との検討を踏まえて鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

倉庫
Ｓ２

中小規模の工場、倉庫等を中心とする工業地域であり、当分の間現状の地域的特性が維持されるものと予測する。地価動向
については概ね安定的に推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 116,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

116,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

伊丹 2

代表標準地 標準地

9

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+2.0

-5.0

-3.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

ＪＲ北伊丹駅
南西 420m

ＪＲ北伊丹
420m

(8)

東6m市道

準工
(60,200)

（その他）　　　　

特にない ６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

728

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

20.0  ｍ、　奥行　約 35.0  ｍ、　規模 700  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

117,000 円／㎡

75,700 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

109,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+0.9％ ％

94.0 ］

100.4［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

ない

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 26日 正常価格

令和 元年 7月 2日令和 元年 7月 1日

85,200,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 117,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

93,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、阪神間及び北摂の工業地域一帯と捉えられる。需要者の中心は関西圏を拠点とする工場、倉庫等の工業系建
物の利用を目的とする事業者等が中心。市内の工業地の需要は底堅く地価は上昇基調にあることが窺える。画地規模により
総額にはばらつきがあり、需要の中心となる価格帯は把握し難いが、７００～１，０００㎡の土地で概ね７，０００万円～
１２，０００万円程度と考えられる。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

伊丹（県） 1－9

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

伊丹（県） －9

基準地番号 提出先

1 兵庫県

所属分科会名

兵庫第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

中村不動産鑑定士事務所

中村要



伊丹市鴻池７丁目２番外

倉庫兼事務所地

営業所、倉庫等が建
ち並ぶ県道背後の地
域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北70 20 30 20 倉庫兼事務所地

-

準工(60,200)

交通アクセスの良い工業適地では、物流関連施設を中心に土地需
要が旺盛な状況が続いている。

地域要因に変動はないが、主要道路網へのアクセスも良く、今後
の需要増への期待感の高まりもある。

個別的要因に変動はない。

比準価格は市場性を反映した実証的な価格であり、主な市場参加者が自用目的の法人と考えられることから、規範性は高い
と判断する。一方、対象地周辺では賃貸用倉庫等も散見されるが、賃貸市場が成熟しているとは言い難く、収益性が直ちに
価格に影響を与える地域ではないため、結果として収益価格は低位に試算された。よって本件では収益価格は参考に留め、
規範性の高い比準価格を採用し、類似する標準地との検討も踏まえ、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

倉庫・事務所
Ｓ２

工場、倉庫等が建ち並ぶ内陸型工業地域であり、地域に大きな影響を及ぼす要因も存しないため、当分の間は現状の環境の
まま推移し、一方で地価は安定的な需給関係に基づき緩やかな上昇基調を継続するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 123,000円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

123,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

伊丹 2

代表標準地 標準地

9

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

+9.0

-17.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

阪急伊丹駅
北西方 4km

阪急伊丹
4km

(8)

南東12m市道､西側道

準工
(60,200)

（その他）　　　　

特にない １２ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「鴻池７－１－１０」

②地積

（㎡）

1,282

( )

⑨法令上の規制等

台形
2.5:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

50.0  ｍ、　奥行　約 25.0  ｍ、　規模 1,250  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

124,000 円／㎡

72,500 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

108,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+0.8％ ％

89.6 ］

100.4［ ］ 102.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（令和 元 令和 元年 7月 8日　提出

宅地-1

+2.0

0.0

角地

台形

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 31年 1月]

令和 元年 6月 21日 正常価格

令和 元年 7月 4日令和 元年 7月 1日

159,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 124,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

96,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏はやや広域的で阪神エリアのほか北摂エリアの一部に及ぶ内陸型工業地域である。需要者は自用目的で物流・事
業用地の取得等を考える法人が中心であるが、交通インフラの整った画地規模の大きな土地に関しては投資家向け物流セン
ター等の進出も見られ、地価は上昇基調で推移している。買い手の業種・業態や、画地規模等の個別性により取引価格にバ
ラつきが見られるため、需要の中心となる価格帯は判然としない。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

伊丹（県） 2－9

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

伊丹（県） －9

基準地番号 提出先

2 兵庫県

所属分科会名

兵庫県第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

モリオカ不動産鑑定事務所

森岡 高司


